
 

 
 

財政計画は、過去の財政状況や現在の財政制度を参考に、将来の歳入・歳出について推

計したものです。 

計画期間は、合併年度及びこれに続く 15 年度間（平成 21 年度から平成 36 年度まで）

とし、原則、普通会計ベースで推計しています。 

なお、平成 21年度から平成 29年度までは決算額、平成 30年度は決算見込額です。 

また、費目ごとの前提条件は以下のとおりです。 

 

 

 

 

（１）地方税 

現行の制度を基本として、人口推移や経済情勢を踏まえて推計しています。 

 

（２）地方譲与税 

   平成 30年度決算見込額を基礎として推計しています。 

 

（３）地方交付税 

   普通交付税については、現行の制度を基本として推計しています。 

   また、平成 27 年度以降は、普通交付税の算定の特例（合併算定替）が段階的に

縮減されることから、その影響を見込んでいます。 

 

（４）その他交付金 

   その他交付金については、税制改正等を見込んで推計しています。 

 

（５）国庫支出金・県支出金 

   平成 30 年度決算見込額を基礎に、現行の制度が継続するものとして、扶助費や

投資的経費などの事業費に応じて推計しています。 

 

（６）繰入金 

   各年度について、新市基本計画に登載されている事業等に対応する基金の繰入金

を見込んでいます。 

 

（７）地方債 

   各年度について、新市基本計画に登載されている事業等に対応する地方債を見込

んでいます。 

 

（８）その他の費目 

   平成 30 年度決算見込額を基礎として、概ね現状で推移するものとして推計して

います。 
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（１）人件費 

   定員適正化計画（平成 26年度から平成 31年度まで）における一般職員数見込を

基礎として推計しています。 

   また、平成32年度からは会計年度任用職員制度の影響を見込んで推計しています。 

 

（２）扶助費 

   平成 30年度決算見込額を基礎として、過去の伸び率等を参考に推計しています。 

 

（３）公債費 

   平成 30 年度までに発行が予定されている地方債に係る元利償還金を基礎として、

平成 31年度以降に計上した地方債に係る元利償還金を加えています。 

 

（４）物件費 

   平成 30年度決算見込額を基礎として推計しています。 

   また、平成32年度からは会計年度任用職員制度の影響を見込んで推計しています。 

 

（５）補助費等 

   平成 30年度決算見込額を基礎として推計しています。 

また、平成 31 年度からは下水道事業特別会計の法適化に伴う影響を見込んで推

計しています。 

 

（６）投資及び出資金・貸付金 

   平成 31 年度からの下水道事業特別会計の法適化に伴う影響を見込んで推計して

います。 

 

（７）繰出金 

   国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療特別会計については、平成 30 年度決

算見込額を基礎として、給付費の過去の伸び率等を参考に推計しています。 

   下水道事業特別会計については、今後の事業進捗の予定及び法適化に伴う影響を

見込んで推計しています。 

 

（８）投資的経費 

   各年度について、新市基本計画に登載されている事業等に係る経費を見込んでいます。 

 

（９）その他の費目 

   平成 30 年度決算見込額を基礎として、概ね現状で推移するものとして推計して

います。 
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